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小袖意匠にみられる町人的性格

一 その形成地盤 について 一

中 島 清 子

序

かっ て、被服 史上 、小袖様 式 が成立 した と考 え られ る室 町時代 よ り小袖 の意

匠 にっ いて その発展 を史的 に観察 し、各時代 の特質 を把捉 しよ うと した。云 う

まで もな く小袖 とい う形 態 は現在 の きもの ・形 の源で もあ り、 その意 匠 は変遷

を重 ね なが ら今 日なお我 々の生活 に根 づ よ く存続 してい る。

これ ら小 袖意 匠の歴 史 をふ り返 る時 、同 じ小袖 とい う限 られ た形 に施 された

模 様 で あ りなが ら、 そこに時代 的 な相違 を見 いだすので ある。す なわち 「蓮葉

模 様辻 が花裂(1J)や 「緑地草花模様 辻 が花 裂(2J)にみ られ るように絞 り染 を主 体 と

して草花模 様 をあ らわ し、一見華 や かで はあるが さびた味 わい をもっ小袖 、 こ

れ を室 町的 な意 匠 と云 うな らば、「慶長小 袖(3J)のよ うに刺繍 ・摺箔 ・絞 り染 等の

技法 を用 い、様 々な形象 を関連 な く配置 して小袖 全面 に地無 きまで に模様 づ け

を行 ないその豪華 さを誇 って いるかの如 く見 える小袖 は桃 山 的 な意匠 と云 えよ

う。江戸時代 の もの では寛 文模 様 と通称 され てい る模 様形 式 一 それ は背 を左肩

か ら右裾 へ斜 に きって思 い きった大模様 を えが きだ し、左身 に空 白の部 分 を残

して いる もの一 が あ り、前 代に見 られた抽象 的 な模様 が具象 的 な形 をもつ よ う

に なる。時 の経 過 とと もに寛文 的な模様 構成 の偏 りが な くな って全面模 様へ の

方 向 を示 し、やが て元禄小 袖意匠 が実現す る。 これ はr紅 地熨 斗模様 小袖(4J)が
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示す如 く当時 の染 織 の加 工技術 を網羅 して 、 その技法 に繊細 さを求 め、材 質 の

贅 を競 い、あ くまで も華 美 に意 匠づ けされ てい るもので ある。

小袖意 匠史 とい う視 野 にた って これ らを眺 め るな らば、桃 山小袖或 は元禄小

袖 と名 づ けて一時期 を画す ることが可能 であ ると思 われ る し、それぞれの意匠

の独 自性 にっ いて は、その由来す るところを探 りっ ・既 に考察 を試み た(5)0いま 、

こ ・に取 り上 げ よ うとす るのは、元禄 小袖 を継 承 した筈 の もあが その後 どの よ

うな展 開 を示 すの か、小 袖意 匠の流 れ の中に その変化 を見究 め、 出来得 るな ら

ばその特 質 を把捉 して小 袖史 上にお け る位地 を見定 めた いと思 うのであ る。

江戸時代 中期 を過 ぎた頃 か ら小 袖模 様 に御 所風或 は御殿 風 とよばれて い るも

のが ある。「綸 子地雲立涌 に花束模様 打掛(slJは綸 子地 に雲 立涌 と菊 ・牡丹 ・藤 ・

葵の花束模様 を全面 に配 し彩糸 や金銀 糸 の刺繍 ・摺 でだ し、「臼地菊立涌 花束模

様打掛(7J)は徳 川家定 の側 室 であった人 の着用 品 と伝 え られ てい るもので あ るが、

杜若 ・藤 ・桔梗 等 の花 束 を刺繍 や疋 田であ らわ して花 束の 間に摺疋 田の菊立涌

を斜 に置 いて いる。 いず れ も花 束 ・立涌を題 材 に した もの で、い わゆ る御殿風

の趣 をもつ。御 所風 ・御 殿風 とい うの は風景 を主題 と して、松 や桜 ・菊 ・藤 ・

笹 ・流水 などを細 か くあ らわ し、それ に御所 車や網干 ・葛屋等 を適 当 に配置 し、

殆 ど刺繍 によって いるもの をい う。従 って その意 匠 には多彩 な濃厚 さが み られ

るが重苦 しい感 じは な く、 その重厚 さが却 って御殿 風 らしい格 調 をもたせ て い

るよ うで ある。厂寛 永の頃 、女院の御 所 の御好 に よ り絹 を染 め させ女官 な どに賜

わ り都鄙 お しなべ て流 行せ し御 所染(s)Jがどの よ うな技法 で どの よ うな模 様 で あ

ったかは不明 であ るが 、 その後御 所染 の名 は しば しば み えてお り、 それ が伝 統

的な意 匠 と して公 家 に伝来 しなが ら一 つの類型 を作 り上 げ、武家 に も取 り入れ

られて江 戸時代後期 には御 所風又 は御殿風 な もの と して江戸 の巷 間に迎 え られ

たので あろ うか。御 所風 なものが しだ いに市井 の間 に流 れて いった事実 を伝 え
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てい る`9覡 在 にお いて も御所解模 様 とよんで御 所風 な模様 が用 い られそ い るの

はこの伝統 を うけて いる ものであ ろ う。

こ うした公家や将 軍家 ・大名家 に伝 統 的 な意匠 と して踏襲 され てい る もの と

は別 に、当代 に制 作 され着用 された もの に次の よ うなものが見 られ る。

「縮緬 地 田家風景模 様小袖」 は紅 色の縮緬 地 に金糸 や彩糸 で田舎 の風景 を刺

繍 した もので 、川の流 れ に沿 って肩 よ り裾 に向 かい次 第に近景 を えがい て いる。

この小 袖の模 様 につ いては 「この小袖 の模 様の本 当の面 白さは、 これが単 なる

川の流 れ を主題 と した風景模様 にあるので はな くぐ そこにクイズの よ うな意味

が隠 され てい ることであ る。背 の部分 で合流 してい る二条の川の左側 の 方 には

岸 に山吹 が咲 いて お り、 しかもその間に馬 の響 が落 ちて いる。これは 、ミ駒 とめ

て なほ水 かはん山吹 の花 の露 そふ井出 の玉川誉 の古 歌 によった山城 の井 出 の玉

川の景 であ る。又右側 の川の辺 りには布 が干 してお り、これ を搗 くための 臼 と

杵が 見え る。 これ は、ミ玉 川 に さらす調布 さ らさらになにそこのこに ここ だか な

しきミ とい う武蔵 調布 の玉川 を、 また下流 の萩 に葛屋 は、ミあす も来 ん野 路 の玉

川萩 こえて色 あ る浪 に月宿 りけ り・ミ とい う近江 の野路 の玉川 を現 わ して い る。

っ ま り一 見何 で もない川の流れの ようで実 は その中 に歌 の名所 と して知 られた

六玉 川の中の三 玉 川 を描 いてい るので ある」 と解説 されてい るuo)0

「縮緬 地滝 に桜 花模 様小袖Gi)Jは納 戸 の縮緬 地 で肩 に山、裾 に水 を配 し、背 面

全体 に櫻花 をえが き、肩 よ り裾 に滝 を流 して桜 の根 に鼓 を置 いてい る。 この模

様 の題材 は能楽 によ った もの と思 われ るが、物語 の素材 で ある山 々の花 ・滝 ・

鼓 が整然 と小 袖の 中 に構 成 されて いる。

この ような小袖 をみて い ると、小袖模様 は物語 りに取 材 した り、歌意 をあ ら

わそ うとす る傾 向 をおびて くる。前代 までの ものに も例 えば 「白羽 二重 地紅葉

に鹿 文字模 様小袖 」や 「金紅 地詩 歌模 様小 袖」 のよ うに詩歌 をあ らわ した模様

は あったが、前 者は裾 よ り肩 へ紅 葉の幹 を くね らせ紅 葉 をふ み分 け る鹿 を文 字

の繍 であ らわ して い る し、後者 は文字 散 らしに よって朗詠 の歌 をかいて お り・
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詩歌 を題材 に して いて も小 袖の場 合、模 様構 成 の 目新 しさを意 と して歌の言葉

を端 的に表現 してい るが 、歌意 を含む よ うな内容 をもたせ た もので はなか った。

ところが、 これ らは風景模 様 の中 に物語 りを暗 示 し、 しか もい くっ かの謎 を含

めて模様 の面 自 さをね らって いるよ うであ る。例 えば、松竹梅 を主題 とす る場

合で も、梅 と竹 をえが き、松 は えが かずに芦 の しげみ をえが いた中 に舟 を浮 か

せ て人 を待つ風情 をたfよ わせ、松(待 つ)を かけて あ らわ そ うとす るよ うに。

そ して技法 は よ り細 や かな刺繍 を施 して模様 ・技法 共 に凝 った好 みの もの とな

って くる。

「木綿地 日本三景模様小 袖(12)
Jは 木 綿 地 に藍 一色 で 日本三景 の景色 を染 めだ し

た浴 衣 であ るが肩 に宮島 、腰 に天 の橋立 を雲形 の区切 りの 中 にお さめ 、裾 に松

島 を波涛 の中 にえがいて い る。宮島 は厳 島神社 の社殿 廻廊 、背景 の御 山 を鳥瞰

風 に非常 にこまか い描写 でみせ 、裾 の波 の技巧 もまた手の こんだ もの であ る。

「薄 黄縮緬 地 近江八景模様 小袖(13)
Jは 友 禅染 で近 江八景 を華 やか な色 とぼ か し

で染 めて いる。裾 を浅 黄色 に染 めて湖 と して唐橋 、粟津 、矢橋 の帰 帆 をか き、

背 の中央 に堅 田の浮御堂 を大 きく浮 かせ 、肩 にかけて浅 黄 をぼか して紫の雲 を

散 ら しなが ら抽 後 と肩 に石 山寺 、三井寺 を配置 してい る。 日本 の名所 を題材 に

した名所図絵 的な小 袖 はこの他 に も京 名所 を扱 った ものや三保松原 を扱 った も

の 等あ り、小袖模様 は説 明的 な内容 をもちなが ら写景 的 な方 向へ の進展 を示 し

てい ると云 え る。

「縮緬 地吉原細 見模 様小袖(14)Jはそ の傾 向の顕 著 な もの ・例 であろ う
。茶色 の

縮緬 地 に友禅染 と刺繍 で吉 原の廓 の 中の風景 を細 か く描写 してい る。 こ ・に掲

げたのは背 面 の腰 の部分 であ るが斜 上 か ら見下 した家の見通 しを、室 内の道具

揃 い もよ ろ しく正確 に細 か く写 しだ して いる。家並 の外 には小袖姿 の女 や羽織

姿 の武士 が刺繍 によ って配置 され、すべ てが驚 くばか りの精巧 さで表現 されて

お り、あ たか も一幅 の風俗画 を楽 しむよ うな気分 を覚 える。 これ は又、上 に述

べ て きた小 袖 とは異 な り模様 は裾模 様 の形 式 を とって いる。裾模様或 は腰 高模
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様 と称するのは、小袖の前後の腰か ら裾 にかけて模様の重点 をお き、肩 にあが

るにっれて無地に染め上げているものを云 うが、こめ形式は江戸後期になって

あ.らわれて くる。後述するところであるが当時の衣服禁令によ り大模様 の衣服

が禁止 された結果、或は帯の巾を広 くす ること ・共に行われたとも、又島原っ

けといって遊女の小袖 を真似たことからは じまるとも考えられていることであ

るが、以来裾模様は左右対照の形 をもって固定化 し、はじめに述べた伝統的な

御所風小袖も腰高模様の形式 におさめられるようになる調染織の技法は模様形

式の固定化と共に精巧 にな り、刺繍の技術はますます洗練 されてきてはいるが

技巧の枝葉的な洗練 にと ・"まり、意匠の新鮮 さの失われてい くをまぬがれない。

「綸子地波に鯉模様小袖(isJ)は紫色の綸子地の裾 に波 を白く、裾 よ り立褄 にか

けて波間におどる鯉 を繍 いだ したもの。鯉は金糸であらわ し、その目にはガラ

スをはめこんで装飾 し、繍 もこまかく高度な技法 を用 いてはいるが、技巧 の過

剰が却って意匠 をわず らわしいものに している感がある。

江戸時代 も享保 を過 ぎた頃から後に制作されたと伝 えられ る小袖 は多 くあ り

以上は極 く僅 かの例にすぎぬが小袖意匠の具体的な実例を取 り上げてみた。こ

れ ら一群の小袖 を通 して考えられるこの期のものの特性として、(1)御所風 ・御

殿風 と云われる典雅 な伝統的模様は公家や武家の一部に継承 されてお り、それ

を真似 る風のみ られたこと。②繰 り返 し模様や分割構成的 な模様は見 られなく

な り、描写的な風景模様 が多 くなる。 しかもその風景は文学的な意味 を担 って

いた り、又は日本三景や近江八景等の名所 を写 してお り、模様に主題をもたせ

よ うとしている。(3裾模様の形式がはじめ られ模様の重点 は裾 におかれて、意

匠は固定化への推移 を示す。すなわち、模様の素材は裾模様という限定 された

構成の中に隙な くおさまり、整然としていて安定 をみせるようになる。(4)模様

構成に一っの型が定まると、そこに安住 し、染織の技術が繊細になり、染や刺

繍 において末梢的な精巧 さを誇 り、限られた面積 に出来 るだけ多 くの細工 を見

せようとす る。そのために技巧過剰のあくどさをともなって くる。等 々の事柄
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を現存 の小袖 よ りみ いだす ので ある。 註)写 真参照fig.i,fig.2,fig.3,fig.4,

しカキ 、 これで小袖意 匠 の特性 が云 い尽 くされた わけでは ない。 とい うのは

この時代 の小袖 意匠 を論 ず るにあた り、浮世絵 にえが かれて いる きもの姿 にっ

いて も観 察 しな けれ ばな らぬ と思 うか らであ る。

浮 世絵 では明和 年 間に錦 絵 が創 め られ、 これ までの丹絵 や紅摺 絵 とは っ がっ

て多色摺 が可能 とな り、紅緑 費な どの簡 単 な彩色 で あった もの が多 くの複雑 な

色 を摺 りであ らわす よ うになって、当時 の風俗 を くわ しく我 々に示 して くれ る。

鈴木春信 ・勝 川春 章 ・喜 多川歌磨 等多 くの絵 師 た ちが活躍 し、遊里 の恬景 や役

者絵 ・美人 画又 は風景 を えが いて各 々独得 の画風 を創 造 してい るので はあ るが、

それ らの もっ浮世絵 的情感 は さてお き、卩そこに えがかれ てい るきもの姿 につ い

てみてい こ う。 こ こで は遊女 や役者絵 を除 いて市井 の もめ を眺 めた い(170)

春 信 の 「湯 上 り図」 は湯 上 りの婦女 が浴衣 をひ きか け縁側 にて涼 を とってお

り傍 には腹掛姿 の子供 が金魚 とた わむれてい る。 どこ にで も見 られ る情景 をえ

が いてい るので はあ るが 、 この浴 衣 は極 くあ っさ りと した藍 の竪縞 で あ る。同

じく 「調布 の玉 川図」 は先 に あげ た 「縮緬 地 田家風景模様 小袖」 の主題 とな っ

て いる歌枕 の六 玉川 の う ち調布 の玉川 を婦女 の布 さ ら しの姿 でえが いて い るが、

やは り藍 の竪縞 の きもの に紅 の けだ しをみせ水 木結 びの帯 を垂 らして いる。

巨川の 「鏡 持美 人 図」 にはかす り模 様の濃藍 の きものに紅 の襦袢 を透 か した

女 が壊中鏡 を手 に もっての ぞ きこむ立姿 を後 向 にえが き、石畳 地文様 の緞子 か

と思 われ る帯 を文庫 結 び に してい る。

磯 由湖竜斎 の町 方の若 い男女 をえが ・・た ・若衆 と娘図、 は天 明頃 の当世風 で

もあろ うか、男 の冬 姿 をみ るに頭 は巻髪 とて元結 を多 く巻 いて髪 を下 か ら上へ

か き上 げ、長 い縞 の羽織 の紐 を長 く垂 れて前結 びに し、黒無地 の き もの に縞 の

下着 を重 ね、赤 い緒 の下駄 をはいてい る。当時市 中 をぶ らぶ ら歩 いた いわゆ る
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fig.1白 地菊立涌花束模様打掛

十三代将軍家定の側室であった

人の用 いたもの。

fig.2縮 緬 地田家風景模様小袖

..



fig.3縮 緬 地近江八景模様小袖

fig.4縮 緬 地吉原細見模様小袖

(部 分)
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fig.5鏡 持 美 人 図

fig.6若 衆 と 娘 図 の 娘
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fig.7活 花 三 美 人

fig.8江 戸 風俗図巻 のうち 娘図
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通人 にもてはや され た とい う文金風 は、 こ うした恰好 をいったので あろ う。 そ

れ に対す る娘 は矢絣 風 の藍 の単衣 を きて、裾 ・袖振 に小模 様 のあ る紅 の下 着 を

の ぞかせ て、帯 を長 くひ とっ結 びに し、 うい うい しい夏姿 に えがいて いる。又

「吹雪 に悩 む女 図」 は傘 をさ して雪 をよ け、裾 を気 に しなが ら歩 く芸 者の姿 を

えが いて いるが、 この芸者 は地味 な裾模様 の上着 に唐草模 様 の派 手 な下着 を合.

わ せ、紅 の襦 袢 をみせ、独鈷 の博 多帯 を しめて いる。 この唐草模様 の下着 は当

時 長崎表 よ り渡来 の珍 しき織 物 と して御 禁制 の対象 となった更紗 で あろ うが 、

下 着 に高価 な もの をつ けて いた芸者 の心 意気 が偲 ばれ るよ うであ る。

勝 川春章の 「活 花三美人 」は菖蒲 をい ける女 、それ を立膝 で眺 め る女、 水 さ

しを もって縁 に立 つ女、思 い思 いの三 人の姿が美 しい配置.をみせて いる。湖 竜

の えが いた娘 とよ く似 た きもの姿す な わち小模 様 の うす もの に小模 様 の紅 の下

着 を着た娘 が花 を活 け、 それ を眺 め る女 は と き色 の格子縞模 様 の うす もの を素

肌 に着 こな し、立 つ女 は濃藍 の かす り模様 の きものに黒襟 をか けて いる。 同 じ

く春章の 「散策美 人図」 にみ る商家 の内儀 らしい美 人は、.黒 の裾模 様 で下 着 に

薄 緑 と薄藍 の二枚 を重 ねて その配色 も美 しく、茶地 の帯 は珍 しい動 物模様 を え

が いて お り、 これ も渡 来 の更紗 をあ らわ して い るので あろ うか。煙 管 もっ右手

に紅の襦 袢 がの ぞいて い る。

北尾政演 が 「… かか るよ しな きされ絵 も時 の風俗 を見 んにはた よ りな きに し

もあ らさるへ し よってお もふ所 をのへて」描 きの こ してい る「江戸風俗 図巻 」

は各階級 の人物 を 「事 あた らしう しるす におよはす といへ とも百年 の後 に残 っ

て人 の見 ん時 のた め」 に説 明 して いる。「有徳 な る町人の息子 着 たる きぬは信州

の産植 田縞 といふ お りもの な り」の町人の風俗 か らは じま り26の 風俗 を しる し

て い る中に 「町人 の妻 」は竪縞小袖 に黒襟 をか けた姿 で えが かれ、「竹 取の 翁の

か ぐやひめの こと き箱 入の むすめの さま也」 と町家 の娘 には#桁 模様 の と き色

小袖 をきせ 、 かこい ものや芸 者 には無地や裾模 様の小袖 を きせ て その特徴 をみ

せ てい る。 これ は その序(文 化 五年戍辰夏 六月)に もあ るよ うに、世の風 俗 の
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か わる ことが多 い故 に後 の人の ため に記録 した もので あ るか ら、京伝が選 んだ

人達 の姿 を正確 に写 生 した もの と考 え られ る し、寛政 か ら文化頃の市井 の姿 と

み て差 支 えないだろ う。

以上 みて きた ところ、浮世絵 の小袖 には前述 の現存 す る小袖 にみ られ た もの

のほ かに、 かす り模 様 ・縞 模様 の小袖 が あ る。 それは紅の襦 袢 を透 かせ た り、

裾 や袖 口に紅 をの ぞかせ た り、或 は下着 を重 ねた りして匂 うばか りの娘姿 を写

して、 女 の あでやか さ、 なまめか しさを漂 わせてい る。 浮世絵 が女の あ らゆ

る美 しさを追究 して表現 せ んと した絵 師 た ちの理想め すがた であ り、 その ため

に衣裳 も姿 態 も理想化 して描 かれて い ることはい うまで もな く、従 って それ ら

を もって現 実 の市井 の風俗 と して解す るこ とはや ・早 計 かも しれぬが、 そのよ

うな絵 師た ちの作 画 にみ られ る意図 的 なもの を考慮 の ほかにおいて も、 これ ら

の小袖 には先 にみ た小袖 と異 質の もの を含 んで いるの に気 づ く。

それは縞 や かす り模様 の小 袖 が代 表す るよ うに、技法 は単純 な織や染 を用 い

て金銀 の刺繍 は な く、意 匠 に も物語 的 な主題 や説 明的 な風景 は何 ひ とっ見 られ

ないもの であ る。 そこに見 られ るの は一枚 の小袖 に施 され る模 様 の繊 麗 さで は

な く、小袖 を着用 した時の きもの姿 と して複合 的 なもの ・か もしだ して い る美

しさであ る。 そのた めに小袖 の模 様 は複雑 な もの よ り単純 な ものが、色 調 は多

彩 な もの よ り単彩 なものが選 ばれ 、袖 口や裾 に見 える下着 の色 との調和 が そこ

にはみ られ る。 註)写 真参照fig.5,fig.6,.fig.7,fig.8,

い ま江戸 時代後期 の小袖 を遺 品や浮世絵 について見て きたが、 そこにみ いだ

した意 匠が小袖史 上、前代 とどの よ うに区別 され、 そ して それが どの よ うな背

景 を もちなが ら作 られ た もの か考 えてみ たい。

江戸 時代 の小袖 意匠 を通観 す る とき、元禄 頃 を中心 と した小 袖 にひとっの頂

点 が あった。その技法 をみ るな らば江戸 前期 に多 く見 られた摺箱 は少 な くな り
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友禅染 や型 染 がそれに代 り、鹿 の子絞 り ・刺繍 を加 えて模 様 の細 部 まで をあ ら

わそ うとす る偵 向 がみ えた。 ひいながた が流布 して光琳 風 の画 や うが流行 した

り、友禅染 が完成 して自由で多彩 な模様 を小 袖全面 に あ らわす ことが よ り可能

とな り華美 な意 匠 を作 り上 げ、被服へ の欲 望 が小袖 に集 中 してい るか如 き観 を

呈 して い る。 もちろんこれ らは町人達 の経済 力 に支 えられ なが ら実現 した もの

で あ り、町人達 の身分拘束 によ る社会 的 な重圧 が彼 等 の被服 的欲望 を促 し、彼

等 の周 辺 を装飾 させ たので あ る。封建 的 な権 力 に甘 ん じねば な らなか った町人

達 は金 力で現世 的な欲望 を満 たす ことに自信 をも ち、 その経済 的 な豊 か さを誇

示す るための方法 と して小袖 を派 手に装飾 し、 そ うす るこ とが また彼 等の抵抗

で あったのだろ う。町人 の経 済的進 出 と社会 的地位 との矛盾 は如何 とも致 しが

た く、 こ ・に西鶴 の い う 厂よい衆」「分 限」た るべ く、 いわば貴族 的 な生 活 をの

ぞんだの であ る。 こ うした生 活感 情 をもつ町人達 の作 り上 げた意 匠 ぽ、 その外

面 的 な美 を競 う欲 望が根 底 にあ り、小袖装飾 によ って得 る優越感 をその内容 と

して いると云 え る し、 その よ うな感 情 に支配 され てい る小 袖 は 「きる もの」 で

な く 「み るもの」 と して扱 われ、 それ をみ ることによ って い くば くかの満足 感

を得 たので あろ う。 そのため によ り華 美 なよ り精彩 な意匠 をの ぞみ、 その よ う

な意 図によ って実現 した小袖 は 「み られ る小袖 」 と して独 自の立場 を主張 して

いるかのよ うに考 え られたので あ るUsO)

こ の よ うな生活態度の 中で形 成 された ところの元禄 小袖 を継承 した人 た ちは、

どの よ うな眼 で彼 等 自身 の小袖 を作 り、眺 めたであろ うか。江 戸時代 も後期 に

な ると幕藩体制 は成熟 し社 会組織 は完 全 な形 態 に統制 され安 定 して いたの であ

る。 しか し政 治経済 ともに停滞 をみせ は じめ、 その打 開の ため享 保 以来数度 の

改革 が行 われ たが効 果は な く幕藩 の弱体化 をみせて はい るが、 その封建制 は く

ずれ ることな く存続 したので あ る。す なわ ち支配者 た るべ き武士 階級 は厳 然 と

存 在 し、 その権威 は農 民 ・町人 を圧 し、身 分階級の枠 にはめ こまれ た町 人達 は

社会 の不 合理 に不満 を抱 きっ ・屈 しざるを得 なかったので ある。 か く政 治 組織
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や社会制度がすでに出来上 った環境 において生活 しなければならなかったこと

は元禄町人にも同様のことであったが、彼等にみられた生活観が幕府の緊縮政

策 をうけながらいかにすがたを変 えてゆ くのか。そのすがたを把握す ることに

よって被服生活を支えているところの感情 をも探 りたいと思う し、それはとり

もなおさず小袖意匠 を形成する精神 的地盤 をなしていると考 える。

元禄小袖の華美なことはすでにみたが、町人達の奢侈 はr諸 事其分際よ り花

麗を好み殊 に妻子の衣服 また上 もなき事共身の程 しらず(is>の有様 を呈 し幕府 も

諸法度を発 して被服 を規制 したのである。「一、女之衣類 自今以後 小袖之表一

ッに就て 上之御用之物は其代銀五百目を限 り 万石以上之用之物は四百目を

限 り 其餘は三百 目を限 り 夫よ り高値の物一切 に商売すべからざる事 .一 、

女の衣類絹紬 に不限 其下地は下品の物 に而 縫鹿子等は不相応之物 たとへ

誂候物有之候共 一切 に仕 り不可出事.一 、男女の衣類に不限 自今己後 或

は珍 らしく或は新 しき織物染物之類一切 に仕 り出すべからずる事」(正徳三己年

五月)と あ り、身分不相応な高値の小袖 を禁制 している。縫鹿子染の手間代が

高 くなり、御定の通 りに合わせるべ き下地 をっかわした り、或は小袖二っ三っ

の価 を合わせて一つの代銀 とした りして御法度の破れていることを述べている。

「町人男女衣類之儀前々も相触候得共美麗之由に候 此間は別而結構 に成 下

着迄に心を附候様に相 聞不届 に候 町人井召使男女共に 衣類之品先年相触候

通可心得候 相背におゐては急度曲事に可申付候 勿論見合次第召捕可申候問

此旨町中可触知者也」(享保三戍年五月)等 、町人男女 ・諸大名妻女に禁令 をだ

している。甲子夜話にあるように 「町廻 りの同心、両国橋 にて商人の妻黒縮緬

の袷にもうるの帯、茶の腰帯、下に白帷子 を著た りしを咎めて番所へ預 け、黒

縮緬の小袖にて銭湯 に赴 く少婦の胸 に封 をつけしとそ……神 田辺にて青海縞 の

袷、裏に黒繻子っけ金魚 を縫たるを著 したる少女 も襟に封 をっけられた り」と

取締 りを行なってはいるが、 その規制 は容易に受け入れられず三日法度に終 っ

たようである。天保十三年にも再び町人男女の衣類 について絹紬麻布の外は一
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'

切著 用 いたす ま じきこ とを制 し、女 の衣類 につ いて は正徳 の触 れに もあ るよ う

に高値 の品 の売買 を禁 じ、相背 くときには吟味 の上厳 重 に咎 め られ る旨 が京都

江戸の呉服師 にも堅 く申 し付 け られたので あ る31}し か し繍箔 の小袖 の使 用 を禁

じられた町人達 は、彼 等 に許 され た木綿 を使 って手数の か ・った模 様 を織 りだ

し、錦緞 子縮緬 等 に見紛 う木綿 を作 って、絹小 袖 を許 され てい る武家 の小袖 に

抵抗 したの で あろ う。天保 十四年 に それ らを禁 止す る令 がだ されて い る岬度重

なる禁令 が町奉行所 よ り其筋 の商人 には申 す に及 ばず、町 中、家持 、借 家 、店

借 裏 々まで も らさず云 い渡 され、商人 のみ な らず その元方 に まで禁 令 は と ・"き、

違反 した者 は厳 重 な処 罰 を受 けねば な らな くなった。

これほ どの きび しい規制の下 では いかに富が あって も法度 を破 る ことは難 く

なる。しか もその規制 は衣類 に限 らず町人 の生活すべ てに課 せ られ たの で ある。

元禄 の頃 、よい衆或 は分限 たるべ く家職 を人 にまかせ て さまざま栄耀 に暮 らし、

その衣類 ・住 宅 を飾 ることに よって武士 よ り優越感 を感 じ、武士へ の屈 服 を自

ら慰 めていた町人 達 も、豪商石 川六兵衛 の追放 をき ・、又大阪淀屋 の 闕所 を知

り、 その他 町人 の分際で あ りなが ら禁 制 を犯 し豪奢 の振 舞が あ った との理由 で

取潰 され る有様 を目の 当 りに見て は、 町人 と しての反省 を促 され ざる を得ず 、

同時 に 自己の保全 や既 得 した もの ・安 全 を図 らざるを得 な くな った であ ろ う。

こ ・に至 って町 人達 は封建 的社会 にお ける自己の身分 を改 めて見直 し、 きび し

く要求 され る町人 と しての生 活 を考 え直 し、町人で あるとい う自覚 を深 め るよ

(23)

うに なった。 町人考見録 に も五十余 の商家 の没 落 を説 明 し、町 人 と して いかに

対処 すべ きか を述 べ てい るなかに、町人が 自分の いや しき位 を知 らず して本 業

を忘 れて武士 の振舞 を真似 て仏道 に こ り、遊芸 に身 をまかせ、風流過 美 のふ る

まいあるを戒 め、町人 は その分 を守 る生活 をすべ きであ ると説 いて いる。 こ ・

にお いて過去 に貴族 的 な生活 を理 想 と した生活 を営 んでいた町人達 も、士農 工

商の最下層 に位 してい るとい う身 分的 自覚 をも ち、身 分相応 の生活 を営 むべ き

態度 をと らねば な らな くなったので ある。
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このような過程 をたどりながら変容 した彼等の生活では、その被服に対 して

も消極的となり、意匠は華美であった元禄の名残 りをとどめっaも よ り狭小に

固定化の傾向をたどることになる。模様の構成 に類型 を生 じ、そこにえがかれ

る物語的 ・説明的な表現 は彼等の説話的なものへの興味 を示 しているq吉 原細

見模様の小袖に至っては小袖のための意匠とい うよりも、小袖 を一枚の画布 と

してえがいた装飾的 な意匠としての性格 をおびている。小袖の模様から物語 り

をよみ、名所 を眺め、その過剰なまでの技巧 を確 めて、自己の生活 を慰 めてい

たのだろうか。先にあ くどさを感 じた意匠郵彼等にとっては決 してあ くどいも

のではなく、又意匠に機智的なものを潜 ませて小袖を遊びの場 となしたことも、

それ相応 の理由が彼等の内にも外にも存 していたのである。そこには、かつて

み られたような衣裳競べに出演 させ るものでもなく、武士への抵抗でもない自

分自身の道楽のための意匠とも解 される性格がみいだされる。

四

一般 に、江戸時代後期の文化は最も爛熟 し頽廃的なものであるという評価 が

なされている。封建体制が成熟 した社会にあっては文化は停滞 しやす く、革新

的な気運 も育たず、頽廃 的な色彩を濃厚 にしてい くことは当然の推移であろう。

さて、概略ではあるが小袖意匠にっいて、 その実態 を社会的な背景の下に眺

めてきた。史的な流れの中に小袖の諸 々の現象を捉 えるとき、た しかにこの期

の意匠に固定 したところがあり、爛熟的な濃厚 さもある。その故に他の造形意

匠にも云 われるごとく末期的な印象 を我 々に与 えているとも思 われる。 その頽

廃的とも評 される性格 がその時の社会状勢に支配されて生 じたこともみてきた。

精神的な抑圧 を受 けなが らも封建社会に安住 出来た元禄期の町人達 とは異 なり、

町人抑圧政策の具体化によりきびしい現実を生 きてい くためには、その抵抗 は

消極的にならざるを得ず、意匠 も固定 し、技巧 も抹梢化 したであろ うし、それ

がまた町人的な意匠の一面 とも云 える。
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ところが浮世絵 には そ うした爛 熟 的 な現象 とはみ なされ ない小袖 が あ り、 そ

れが市井 に多 く見 られ た事 実に注 目 したい。浮世絵 が町人の絵 であ り、 町人の

性格 によ く応 えてい る限 り、そ こに見 る被服 もまた町人 の生 活、町人 の気 質 を

あ らわ してい るもので あろ う。 それは一枚 の小 袖、一枚 の襦袢 、一筋 の帯 に美

的 な満 足 を得 るもので な く、 その着 こな しをも含 めて、 きもの姿 を構 成 して い

るすべ ての もの よ り醸成 され る雰囲気 に美 的 なもの を求 めて いるの であ る。 こ

の態度 は先 の吉 原細 見模様 小袖 その他 の小袖 の もの とは異 に して いるが、被服

の 自由 を奪 われ た町人達 が、伸 長 して きた経 済 力 と社会 的な重圧 との矛盾 か ら

逃避 せず、 それ を統 一 した形 で得 た新 しい被服観 に支 え られ て実現 した もの で

あろ う。 それ まで には御 所風 な小袖 への 接近 を試 みた り、禁 令の度 に抵 抗 を示

して裏絹小袖 や裏模様小 袖 を作 った り、木綿 によ る刺繍小 袖 を作 った り経験 し

なけれ ばな らなか ったので あ る。絶対 的 な権 力の下 に耐 えぬ きなが ら、彼 等の

被 服的欲望 は、 それ を視 ることによ って 自らを慰 めていた小袖 か ら、 それ を着

ることによ って美 をみ いだ そ うとす る小 袖へ と移 ってい ったので ある。 そ こに

は町人達が爛 熟 的 な固定 した意匠 か ら脱 しよ うとす る積極 的 な一面が うかがわ

れ、 それ は彼等 の町人 的な生活体験 を地盤 と して いるだけに、真 の意味 での町

人 的 とも云 える性格 を内 に潜 めて い るζ とは指摘 出来 よ う。 そのため には 「町

人」及 び 「町人 的 なる もの」 の内容 にっ いて検討 され ねばな らず、 その事 に関

しては稿 を改め たい と思 ってい るが、 こ ・で はその形 成過程 を史 的 な視 角 か ら

眺 めよ うと した ので あ り、 その ことの内 に消極 的態度 で あった町人達 に も被服

意匠 を新 し く展 開 しよ うと した積極 的 な一側 面の あ ることに気づ いたので あ る。

註(1)大 道弘雄氏蔵 平絹地に茜と藍を主として、蓮葉とそれに散る露を絞 り染にしたもの

(2)田畑喜八氏蔵 緑紬地に葵の葉等を絞り染にしたもの。

(3)染分四季草花鳥模様縫箔小袖(長尾美術鯖蔵)、染分花卉模様縫箔小袖(田 畑喜八氏蔵)を い

う。

(4)友禅史会蔵 紅綸子地に熨斗の結び目を左肩におき背面全体に熨斗を拡がせて、その一筋一

筋に友禅染の細かい技巧をほどこした豪華な小袖。
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(5)中島稿:桃 山時 代にお ける・J・袖 の意匠にっ いて 家政学雑 誌13巻6号 ・昭和37年

中島稿:元 禄小袖 の意匠的性格 家政 学雑 誌17巻2号 昭和41年

(6泥 崎 貞子氏蔵

(7凍 京 国立博物館蔵

(8)菊岡沾涼著 本朝世 事談綺 享保19年 刊

(9)富裕 な町人達 はその娘 を御殿奉公 に上 らせたが、その娘が宿下 りの時 に持帰 るものが御所風、

御殿風 なものと して、 しだ いに町方 にひろがった。

(1①山辺知行 ・北村哲郎共編 小袖 三一 書房 昭和41年 刊 に山辺氏 が解 説 してお られ る。

〔11)シル ク博物館蔵

(12)松坂 屋蔵

(13)(14)長尾美術館蔵

(15)納戸地四季草花模様江戸 解帷子(野 口安左衛門氏蔵)は 御殿風 の腰高模様 の例 である。

(16凍京国立博物館蔵

(17)参考図版は、肉筆 浮世絵 下巻 講談社 昭和38年 刊 によ る。

㈱ 中島稿:元 禄 小袖の意匠 的性格

(19)井原 西鶴著 日本永代蔵 貞享5年 刊 巻一 昔 は掛寿今 は当座銀

⑳ 以下 引用 の衣 服の禁令 は古事類苑(服 飾部)に よる。

⑳天保 十三 寅年十月二十九 日

町人男女衣類 之儀 前 々相觸候通 絹紬 麻布 之外 一切著用致 間敷候 縦 令絹紬 二候 共 羽

二重龍門 二紛敷 品 并 浮織綾織 等二似寄候 類 総而手数懸 リ候織方 之品者 可為無用候 御

用達町人共 之儀 者 御 目通江罷 出候 節計 羽二重龍門之衣服著用不苦 平 日者御法度之衣類

一切著用致 問敷候 若 相背 におゐては 吟味之上 厳重 に咎可 申付 もの也

(zz)天保十四卯年 八月十七 日

町人男女衣類之儀 二付 而者 前 々よ り之觸 并去 寅十月中相觸候趣 も有之候 處 木綿二而模

様等織出 し 手数相掛候 品 高價 に商ひ候 者有 之 今般 吟味之上 夫 々咎申付候 右者全他

之聞江而 己儉索 二いた し 内實奢侈之風儀不 改事 ト相聞 不埓之至 二候 己後呉服 物二不限

何品 に而 も 右龍之品 決而賣買 いたす間敷候 尤呉服物 之義者 国 々元方 江 も急度 申渡 事候

間 此後手数相掛錦緞子縮緬 等 に見紛 ひ候 木綿 其外絹紬 之類 送 り越候 はば 早速 可訴 出候

萬一等閑 に相心得觸面 之趣 相背候 者有之 二おゐて者 吟味 之上 急度咎可 申付候

右之趣 町中不洩様可觸 知 もの也

㈱ 三井高陽著 町人思想 と町 人考見録 昭和18年 刊
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